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　　　監査委員公告
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監査委員公告第４号
　平成21年秋田県告示第175号で告示された外部監査契約に関し、包括外部監査が執行され、その結果が秋田県知事に
報告されていたところ、当該監査の結果に基づき講じた措置について通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第
67号）第252条の38第６項の規定に基づき、次のとおり公表する。
　　平成23年１月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　鶴　田　有　司　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　樽　川　　　隆　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　大　山　幹　弥　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　阿　部　博　昭　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財──────436
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年１月７日
　秋田県監査委員　鶴　田　有　司
　秋田県監査委員　樽　川　　　隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　秋田県監査委員　大　山　幹　弥
　秋田県監査委員　阿　部　博　昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

平成21年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（通知）
　平成22年３月29日付けで秋田県包括外部監査人青山伸一から提出された平成21年度包括外部監査の結果に基づき講じ
た措置について、地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。
※以下別紙のとおり
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監査委員公告第５号
　平成21年秋田県告示第175号で告示された外部監査契約に関し、包括外部監査が執行され、その結果が秋田県教育委
員会に報告されていたところ、当該監査の結果に基づき講じた措置について通知があったので、地方自治法（昭和22年
法律第67号）第252条の38第６項の規定に基づき、次のとおり公表する。
　　平成23年１月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　鶴　田　有　司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　樽　川　　　隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　大　山　幹　弥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　阿　部　博　昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教総────3116
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年１月６日
　秋田県監査委員　鶴　田　有　司
　秋田県監査委員　樽　川　　　隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　秋田県監査委員　大　山　幹　弥
　秋田県監査委員　阿　部　博　昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会

平成21年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（通知）
　平成22年３月29日に秋田県包括外部監査人公認会計士青山伸一から提出された平成21年度包括外部監査の結果に基づ
き、又は当該監査の結果を参考として講じた措置について、別紙のとおり、通知します。
※以下別紙のとおり
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